
 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子式指示型接線流羽根車式水道メーター  

ＥＤＳシリーズ  

 

電子式指示型たて型軸流羽根車式水道メーター  

ＥＤＹシリーズ  

 

型     式 定格最大流量  

(Q3) 
計量範囲  

<Q3/Q1の比 (Ｒ )> 
出     力 

EDS13Q･EDSL13Q 2.5m 3/h 100 -845※：8ﾋﾞｯﾄ電文出力+ﾊﾟﾙｽ出力 

-8450： 8ﾋﾞｯﾄ電文出力のみ 

-8400： 8ﾋﾞｯﾄ出力なし (現地式) EDS20R 4m3/h 100 

EDS25R 6.3m 3/h 100 

EDS30Q･EDS40Q 10m 3/h 100 -855※：8ﾋﾞｯﾄ電文出力+ﾊﾟﾙｽ出力 

-8550： 8ﾋﾞｯﾄ電文出力のみ 

-8500： 8ﾋﾞｯﾄ出力なし (現地式) EDY40Q･EDY50Q 16m 3/h 100 

 

 

 

取   扱   説   明   書  

 

 

 

このたびは、アイチの水道メーター［ＥＤＳ・ＥＤＹシリーズ］をお求めいただき  

誠にありがとうございます。  

●ご使用になる前に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。  

●お読みになった後も、この取扱説明書は必ず保管してください。  
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１．ＥＤＳ・ＥＤＹシリーズの特長 

 

 

●高性能・高耐久性の実現  

メーター指示部を電子化し、密封カプセルケースに内蔵しました。  

歯車伝達機構がないため羽根車の回転負荷を大幅に軽減し、微流性能を向上させてい  

ます。また、凍結・異物噛みなどによる歯車破損の事故を解消させ、高性能・高耐久  

性を実現しました。  

また、ＥＤＹシリーズは接線流羽根車式メーターのＥＤＳシリーズに比べ容量が大きく、 

且つ回転数が低いため耐久性にも優れた水道メーターです。  

 

●高信頼性を確保  

電子式指示部は、高性能大容量マイクロコンピュータおよびＬＳＩなどのハイテク部品 

を駆使し、多機能化・高品質化を実現しました。  

さらに、電子式指示部には耐ノイズを考慮した二重ケース構造を採用し、信頼性を向  

上させました。  

 

●読みやすい液晶表示  

計量表示部には、液晶デジタル表示を採用しました。  

表示部の数字は m3 とＬ部の大きさを変え、検針時に読み間違いのないように配慮し、  

検針作業を容易にしました。  

 

●多彩な警告表示  

漏水・過大流量・逆流・電池電圧低下など、メーターの異常を自動的に検知し、シン  

ボルマークの点滅あるいは点灯によりその異常内容を警告表示します。  

この警告表示の活用により、ユーザへのサービス提供とともに早期に異常発見が可能  

となり、迅速な対応を図ることができます。  

 

●データ表示・設定、警告表示リセットが可能  

外部からのマグネットスイッチ操作により、漏水・過大流量・逆流の各種データ表示  

および判定値の設定、警告表示のリセットを可能としました。  

 

●各種システムにフレキシブルに対応  

８ビット方式の電文出力およびオープンドレイン信号のパルス出力のほか、各種の記憶  

機能を備えており、遠隔検針・集中検針・自動検針のほか、監視・制御などの各種  

システムにフレキシブルに対応します。  
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２．安全に正しくお使いいただくために 

この電子式指示型水道メーター「ＥＤＳ・ＥＤＹシリーズ」を安全に正しくお使いいただ  

くためにこの項は必ずお読みください。  

この取扱説明書の表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や  

財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意  

味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。  

 

 
表    示 意                 味 記載頁  

 

危険 
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡また

は重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されることを

表しています。 

なし 

 

警告 
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡  

または重傷を負う可能性が想定されることを表しています。  
３ 

 

注意 
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害

を負う可能性が想定される、および物的損害のみの発生が想定

されることを表しています。 

４，９ 

   
 絵表示については、次のような意味があります。  

 

 

 

一般的な禁止         分解禁止             火気禁止             必ず行う 

 

３．安全のために必ずお守りください 

 

 

警告  

 

このメーターに使用しているリチウム電池は優れた安全性を備えておりますが、リチウム  

電池である以上、万が一の電池破裂あるいは発火事故を防止するため、  

お取り扱いには十分のご配慮をお願いいたします。  

 

 

１．        保   管  

火気のない場所、直射日光の当たらない場所に保管してください。  

また、周囲に可燃物、引火性物質、発熱体を置かないでください｡ 

 

２．        使   用  

外力による変形、炎の中への投入、分解は絶対にしないでください。  

 

 

３．        使用後  

ご使用にならなくなったメーターは、内蔵リチウム電池回収のため、  

当社最寄りの支店、営業所へ必ずご返却ください。  
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注意  

 

 

１．     メーターを落下させないでください。   

メーターを落下させたり、強い衝撃を与えないでください。けがをしたり、  

メーターが壊れる恐れがあります。  

 

２．     メーター取り付け作業の際は、必ず手袋をしてください。  

指を挟んだり、ケースのネジ部などで手に切り傷を負うことがあります。  

 

３．     メーターの上には絶対に乗らないでください。  

メーターが転倒し、けがをする恐れがあります。  

 

４．     メーターに衝撃圧を加えないでください。  

メーターを衝撃圧がかかる配管系に設置しないでください。メーターおよび  

接続部からの漏水につながる恐れがあります。  

 

５．     給水バルブは急激に開閉しないでください。  

メーター取り付けが不完全な場合、メーター取り付け部から水が勢いよく吹  

き出る恐れがあります。  

 

６．     メーターを取り外す際には、管内の圧力を十分に抜いてください。  

圧力が管内に残っていると、メーター取り付け部から水が勢いよく吹き出る  

恐れがあります。  

 

７．     メーターを分解したり、修理・改造しないでください。  

メーターから漏水することがあります。  

メーターに異常が見られた場合は販売店にご連絡ください。  

 

 

４．各部の名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝送線                                               ふた  

 

 

電子式指示部  

上ケース  

 

 

下ケース  
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５．運搬、保管するときに  

 

 

１．     衝撃を与えないでください。  

メーターを落としたり叩いたりすると、羽根車あるいは電子式指示部が破損  

し、正確な計量ができなくなる恐れがあります。場合によってはメーター不  

動となることがあります。  

 

２．     保管中は振動を与えないでください。  

長期間振動を与えますと、羽根車あるいは電子式指示部が破損し、正確な計  

量ができなくなったり、耐久性が損なわれる恐れがあります。  

 

３．     保管中はメーター内を風が通過しないようにしてください。  

風により羽根車が回転し、メーター未使用にも関わらず積算値が進むことが  

あります。保管中は極力メーターキャップを外さないでください。  

 

４．     メーターを運ぶ際は、ふたを持って運ばないでください。  

ふた取り付け部が破損する恐れがあります。ふた取り付け部の破損により本  

体が落下しけがをする恐れがあるため、メーターを運ぶ際は本体部を持って  

運搬してください。  

 

６．配管、取り付けするときに 

 

１．     据え付け場所の選択にあたっては、下記事項をできるだけ満足できるようにして 

ください。  

1)水平に取り付けられる場所を選んでください。  

2)メーターは、配管中のできるだけ低所に据え付けるようにし、メーター内  

に空気が混入したり残留したりしない場所を選んでください。  

3)水・土砂などのかからない場所を選んでください。メーター取り付け場所  

が屋外の場合はピットを設けて、雨水や土砂などの浸入のない所に据え付け 

るようにしてください。  

4)取り付け、取り外し、検針および保守・点検の容易な場所を選んでください。  

5)振動のない場所を選んでください。  

6)凍結の恐れのない場所を選んでください。  

(場合によっては保温カバーをご使用ください ) 

7)圧力変動の少ない場所を選んでください。  

8)周囲温度が５５℃を超えない場所を選んでください。  

9)油，配管用接着剤などが付着しない (流れ込まない )場所を選んでください。  

 

２．     メーターの据え付け前に、配管中のゴミ，石，砂などを排除するために、管内を 

洗管してください。  

 

３．     メーターは必ず水平で、左右の傾きがなく、また矢印を流れの方向に合わせて  

取り付けてください。（下図参照）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正しい据え付け方法                  正しくない据え付け方法  
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４．     メーターの上流部には、口径の３倍以上の直管部を設けてください。  

また、下流側も口径の１倍以上の直管部を設けてください。  

 

５．     メーターの据え付け後は、必ず一度メーター前後のバルブを徐々に開いて全開  

にし、メーター内の空気を排除してください。空気が残留していると、配管内  

の脈動により、使用しないのに針が進むことがあります。  

 

６．     管質量がメーターにかからないように配管してください。  

 

 

７．     配管時のメーター取り付け寸法は、メーター全長に両側のパッキン厚を加えた  

寸法としてください。  

 

８．     パッキンは付属品または指定寸法のものをご使用ください。  

 

 

７．運転するときに 

運転にあたっては、次の事項に注意してください。   

 

１ )メーター内を水が充満して流れるよう送水してください。  

 

２ )メーターの最小桁数字、またはパイロットで作動しているかどうかを確かめてください。 

 

３ )水の温度範囲は０ .１℃～３０℃です。  

 

４ )メーターの使用流量については、下表の値を目安にしてください。  
 
 

口径 型   式 

流   量   範   囲 (m 3／ｈ ) 適正使用  

流量範囲  

 

(m3／ｈ ) 

１日当たりの使用量 (m 3／日 ) 

精度±５％ 精度±２％ 
１日の合計が  

 
10時間のとき 

１日の合計が  
 

24時間のとき 

１３ EDS13Q  
EDSL13Q 

0.025～ 0.04 未満 0.04 ～  3.13 0.1 ～ 1.0 ７ １２ 

２０ EDS20R 0.04 ～ 0.064未満 0.064～  5.0 0.2 ～ 1.6 １２ ２０ 

２５ EDS25R 0.063～ 0.101未満 0.101～  7.88 0.23～ 2.5 １８ ３０ 

３０ EDS30Q 0.1  ～ 0.16 未満 0.16 ～ 12.5 0.4 ～ 4.0 ３０ ５０ 

４０ 
EDS40Q 0.1  ～ 0.16 未満 0.16 ～ 12.5 0.5 ～ 4.0 ３０ ５０ 

EDY40Q 0.16 ～ 0.256未満 0.256～ 20.0 0.4 ～ 6.5 ４４ ８０ 

５０ EDY50Q 0.16 ～ 0.256未満 0.256～ 20.0 0.4 ～ 6.5 ４４ ８０ 
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８．表示のご説明 

１）積算流量値  

給水開始後の総使用量（積算流量値）を常時デジタル  

表示します。  

表示は、正流の場合：加算  

逆流の場合：減算     します。  

 

13～ 25mm の場合    ｍ 3：４桁   Ｌ：４桁  

30～ 50mm の場合    ｍ 3：５桁   Ｌ：４桁  

 

 

２）瞬間流量値  

液晶表示部の左図の指定位置にマグネットを当てると、  

約 30 秒間瞬間流量値をデジタル表示します。  

約 30 秒間表示した後、自動的に積算流量値表示に替わ 

ります。また、瞬間流量値表示中に再度マグネットを  

当てると、積算流量値に切り替わります。  

 

ｍ 3／ｈ：２桁    ｍ 3／ｈ未満：２桁  

指定位置  

注意  

瞬間流量表示を１時間以上続けないでください。  

積算値に戻って、以後瞬間流量表示ができなく  

なります。  

３）漏水警告  

メーター以降の給水管あるいは給水器具などからの  

水漏れを早期に発見するための表示機能で、設定値  

以上の流量が設定時間以上流れ続けたとき、これを  

検知して漏水と判定、警告表示（シンボルマーク）  

が点滅します。過去に漏水が発生し現在は正常なと  

き、シンボルマークは点灯状態となります。  

 

漏水警告表示  

標準設定  

型    式 判 定 流 量   (L/h) 判 定 時 間   (h)  
型    式 判 定 流 量   (L/h) 判 定 時 間   (h)  

EDS(L)13Q ２０ ２４ EDS 40Q ５０ ２４ 
EDS 20R ３０ ２４ EDY 40Q ６０ ２４ 
EDS 25R ３０ ２４ EDY 50Q ６０ ２４ 
EDS 30Q ５０ ２４     

 

４）過大流量警告  

過大流量からのメーターの保護、あるいは適正配分や  

節水などの監視をおこなうための表示機能で、設定し  

た流量と量を超えて水が流れたとき、これを過大流量  

と判定し警告表示（シンボルマーク）が点滅します。  

 

 

 

 
 
 

過大流量警告表示  

標準設定  

型    式 判 定 流 量   (m3/h) 判 定 量   (m3)  
型    式 判 定 流 量   (m3/h) 判 定 量   (m3)  

EDS(L)13Q ２ ２ EDS 40Q １０ １０ 
EDS 20R ４ ４ EDY 40Q １８ １８ 
EDS 25R ５ ５ EDY 50Q １８ １８ 
EDS 30Q １０ １０     
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５）逆流警告  

メーターの逆取り付けおよび異常な逆流を発見するた  

めの表示機能で、一定時間逆流が続いたとき、逆流と  

判定し警告表示（シンボルマーク）が点滅します。  

 

標準設定  

逆流を 3.6 秒間毎にチェックし、 100 回 (360 秒間 )

連続して逆流を検出したとき逆流と判定、表示し  

逆流警告表示     ます。  
 

６）電池電圧低下警告  

メーター内部のリチウム電池の電圧が低下すると、液  

晶表示あるいはマイクロコンピュータの記憶が消滅す  

る危険性があります。このため常に電池電圧を監視す  

る機能で電池電圧が規定値以下となったとき、警告表  

示（シンボルマーク）が点滅します。  

 

 

電池電圧低下警告表示  
 

７）パイロット  

メーターが作動すると、シンボルマークが点滅して  

メーターが正常に作動していることを知らせる機能  

です。  

水が流れていない場合は、シンボルマークの表示が  

消えているか点灯した状態となります。  

 

 

 

パイロット表示  

 

警告表示（シンボルマーク）およびデータのリセットについて  
漏水・過大流量・逆流の警告表示（シンボルマーク）は、外部からリセット操作をし  
ない限り点滅・点灯を保持します。  

 
シンボルマークおよびデータのリセットは、下記の方法があります。  
１．個別型受信器 (ＱＡ８Ｄ )のマグネット操作  

(｢8ﾋﾞｯﾄ多機能型電子ﾒｰﾀｰ用受信器  QA8D-Aｼﾘｰｽﾞ取扱説明書｣をご参照ください。 ) 
２．集中検針盤または自動検針システムからの操作  
３．設定器による操作  
４．メーターの表示部指定位置（瞬間流量値表示と同じ位置）へのマグネット操作  

以下にマグネット操作方法を紹介します。  
①指定位置にマグネットを当て､積算流量値表示から瞬間流量値表示に切り替え､ 

マグネットを離します。  
②瞬間流量値表示中に再度マグネットを指定位置に当て、積算流量値表示に切り  

替え、そのままマグネットを保持します。  
③この状態で３秒経過すると、「漏水量」を表示します。  
④「漏水量」表示中にマグネットを離すと、約３秒毎に  

漏水量→最小漏水流量→漏水時間→過大超過量→最大流量→最大逆流量  
→逆転回数→積算流量値   の順で表示します。  

⑤リセットする該当表示のときにマグネットを指定位置に当てると、表示は点滅  
します。  

⑥マグネットを指定位置に保持したまま３秒経過すると警告表示がリセットされ  
表示されていた数字が「０」の点灯表示に替わります。  
（この状態で警告表示の関連データはすべてリセットされます。）  

⑦マグネットを離せば、３秒後に次の項目のデータを表示します。  
次の項目をリセットするときは、⑤⑥の操作を繰り返します。  

⑧リセットを終了するときは、⑥の操作後マグネットを指定位置にそのまま保持  
すれば３秒後に瞬間流量表示に切り替わり、リセット操作が終了します。  

 
注  ⑥の操作中に、リセットされる前にマグネットを指定位置から離すと、リセット  

をおこなわずに３秒間データ表示後、次のデータを表示します。 
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９．出力形態 

 

項   目 内           容 

出   力 

電文出力 ８ビット電文出力  
(東京都水道局   自動検針通信仕様 Ver.2.6A準拠 ) 

パルス出力 オープンドレイン信号 (標準 :単位パルス   特殊 :任意パルス ) 
最大電圧 :ＤＣ２４Ｖ     最大出力電流 :１０ｍＡ  
パルス幅：単位パルス出力の場合  

 Ｌ／Ｐ ｍ 3／Ｐ （各口径共通）  

○：標準パルス単位  

●：特殊パルス単位 

1 10 100 1 10 

● ○ ● ● ● 
     

１）各口径の標準パルス単位以上である場合、  
パルス幅は２５０～３１０ｍｓです。  

２）各口径の標準パルス単位よりパルス単位が下  
でなお且つ、パルス周期が５００ｍｓ以下と  
なる場合、パルス幅は２５０ｍｓより短くな  
ります。このときのＯＮ比率は４０～６０％  
です。（ＯＮ ,ＯＦＦほぼ同じ幅）  

 
任意パルス出力の場合  
１）羽根車１回転で２パルス出力します。  

（ＯＮ状態で停止することがあります。）  
２）ＯＮ比率は２５～７５％です。  

出  力  線 

コード長さ 標準：１．５ｍ 

２     芯  
(電文出力 ) 

データ伝送線   黒：Ａ１     白：Ａ２ 

４     芯  
(電文+ﾊﾟﾙｽ出力) 

データ伝送線   黒：Ａ１     白：Ａ２ 

パルス出力線   赤：Ｐ (＋ )  緑：ＰＧ (－ ) 

 

 

注意  

電文出力線 (黒･白 )へは、電圧を加えないでください。また、パルス出力線には  

交流電圧を加えないでください。故障の原因となります。  

 

１０．電池寿命 

●電池電圧が低下すると「電池電圧低下警告マーク」が点滅してお知らせします。  

電池の寿命は、温度に左右されますので、環境温度が平均２０℃のもとで約８年間と  

お考えください。  

 

１１．伝送線延長の方法 

●コードを途中で切断し延長する場合は、接続部の防水効果を確実にするため、「住友  

スリーエム（株）」製のスコッチキャストまたは同等品を必ず使用してください。  

（ご使用に際しては、その製品の取扱説明書などをご参照ください。）  

ご要望により、スコッチキャストは当社にて用意いたします。  
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１２．出力伝送線への注意 

●電文出力線（黒・白）へは、電圧を加えないでください。   また、パルス出力線には  

交流電圧を加えないでください。  

電子式水道メーターの伝送線端末は、絶対に水没することがないようにしてください。  

電子式水道メーターの工事が先行して出力線に何も接続されない場合、伝送線端末に  

湿気の浸入や各線がショートしないように「住友スリーエム（株）」製のスコッチ  

キャストまたは同等品を使用して防水処理を施すようにしてください。  

メーター指示部が故障する原因となります。  

 

１３．使用期間について 

●この水道メーターを「取引・証明用」として使用するときは、計量法の使用期間が検  

定有効期間（８年間）内と定められています。  

検定有効期間を過ぎて使用しないようにご注意ください。  

検定有効年月は、メーターに取り付けられた検定証印または、基準適合証印に記され  

た期間です。  

 

１４．保証とアフターサービス 

●保証期間  

検定合格月から１年間は、当社の製造上の問題に起因することが明らかな故障について、 

無償で交換または修理いたします。  

 

●修理されるとき  

メーターに異常があるときは、当社支店または営業所に修理を依頼してください。  

その際、故障の状況をできるだけ詳しくお知らせください。  

なお、保証期間経過後の修理は、機能復帰ができる場合に限り有償にておこないます。  

 

●保証範囲  

本製品は万全の品質保証体制で製造しておりますが、正常な使用状態において保証期間

内に当社製造責任による故障が生じた場合、修理または代替品の納入を無償でおこなわ

せていただきます。  

但し、故障した製品についての無償対応の適否は当社の調査結果によるものとします。  

また、以下の項目に該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。  

 

１）カタログ、製品仕様書、取扱説明書などの記載事項に従わないで使用した場合の故障  

２）火災、地震、風水害、落雷などの災害および犯罪などの破損行為に起因する故障  

３）腐食環境下での使用による製品腐食に起因する故障  

４）犬、猫、ねずみ、昆虫などの生物の行為に起因する故障  

５）故障の原因が当社製品以外に起因する故障  

６）出荷当時の科学・技術水準で予見不可能であった故障  

７）当社または当社が指定したもの以外による修理や改造による故障  

８）不適当な点検や消耗部品の保守・交換に起因する故障  

 

なお、ここでいう保証は当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障から誘

発されるお客様の損害（当社製品以外への損害・損傷、逸失利益、機会損失、輸送費用、

工事費用など）につきましては、保証範囲外とさせていただきます。  
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